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徳山間税会会長賞
立石　志歩遠石小学校

野間　蒼生
菊川小学校 

徳山周南法人会
女性部会長賞

細岡　娃里
徳山小学校

徳山周南法人会青年部会長賞
入川　琴音公集小学校

徳山税務署長賞

西村　咲那
花岡小学校

周南租税教育推進
協議会会長賞

久保　遥乃
櫛浜小学校

松﨑　成十
今宿小学校

櫛浜小学校
上西　璃空

富田東小学校
嶋田　悠斗

福川小学校
宮﨑　祐奈

和田小学校
熊野　佑斗

和田小学校
佐藤　旭

和田小学校
渡辺 明日架

豊井小学校
石谷　晴

徳山小学校
久地岡　翠

徳山小学校
神田　菜緒

今宿小学校
小林　莉愛

秋月小学校
平松　幸

遠石小学校
松永　奈々

東陽小学校
高松　美羽

東陽小学校
舩附　湊和

久米小学校
髙月　瑛茉

久米小学校
藤井　紫

久米小学校
古山　大貴

久米小学校
森重　陽葵

遠石小学校
稗田　仁愛

下松小学校
加藤　希実

公集小学校
岩倉　結沙

公集小学校
河村 康太朗

公集小学校
白兼　愛梨

遠石小学校
河合　六花

東陽小学校
白木　沙新

久米小学校
幡部　颯真

久米小学校
本繁　綾音

遠石小学校
田中　壱征

遠石小学校
煙草谷 心瑚

遠石小学校
手島 ひなた

徳山周南法人会
会長賞

齊藤 有結香鹿野小学校

徳山地区青色申告会連合会会長賞

周南地区納税貯蓄
組合連合会会長賞

芝野 ひなた
中村小学校

中国税理士会
徳山支部長賞
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（敬称：略）

公益社団法人 徳山周南法人会 〒745-0062 周南市月丘町３丁目５番地 第二岡寺ビル401号
TEL：0834-31-6150　FAX：0834-31-6195
E-mail : hojinkai@gaea.ocn.ne.jp

主催：公益社団法人 徳山周南法人会、公益財団法人 全国法人会総連合　　後援：国税庁、周南市、周南市教育委員会、下松市、下松市教育委員会、周南租税教育推進協議会、中国税理士会徳山支部、徳山間税会、周南地区納税貯蓄組合連合会、徳山地区青色申告会連合会

けんたくん （敬称：略）（敬称：略）（敬称：略）（敬称：略）（敬称：略）（敬称：略）





























行動する法人会行動する法人会
　全法連では、令和８年度税制改正に向け、政府・政党に対して提言活動を行いました。

 －令和８年度税制改正に関する提言－

国 民 民 主 党
11月17日　税制調査会ヒアリング

税制調査会長　古川　元久 氏 他

自 由 民 主 党
11月4日

税制調査会長　小野寺　五典 氏

日 本 維 新 の 会
11月28日　税制調査会ヒアリング

税制調査会長　梅村　聡 氏 他

立 憲 民 主 党
11月13日　税制調査会ヒアリング

税制調査会長　重徳　和彦 氏 他

公 明 党
11月26日　財政・金融部会団体ヒアリング

財政・金融部会長　杉　久武 氏 他

自 由 民 主 党
11月12日　予算・税制等に関する政策懇談会

財政・金融・証券関係団体委員長　塩崎　彰久 氏 他

左から飯野税制委員長、小野寺税制調査会長、田中専務理事

　

　

　

　

　



Ⓒ（公財）全国法人会総連合　〒160-0002　東京都新宿区四谷坂町5-6　Tel：03-3357-6681　Fax：03-3357-6682　https：//www.zenkokuhojinkai.or.jp/

厚 生 労 働 省
11月13日

厚生労働副大臣　長坂　康正 氏

国 税 庁
12月10日　表敬訪問

長　　官　江島　一彦 氏
次　　長　田原　芳幸 氏
課税部長　高橋　俊一 氏

総 務 省
10月14日

自治税務局長　寺﨑　秀俊 氏

中 小 企 業 庁
10月22日

長　　　　官　山下　隆一 氏
事業環境部長　坂本　里和 氏

左から田中専務理事、寺﨑自治税務局長、飯野税制委員長、
丸山税制副委員長

左から田中専務理事、丸山税制副委員長、舞立財務副大臣、飯野税制委員長

左から長坂厚生労働副大臣、飯野税制委員長、丸山税制副委員長 左奥から高橋課税部長、江島国税庁長官、田原次長
右奥から飯野税制委員長、斎藤会長、田中専務理事

左から片山財務大臣、池田筆頭副会長

左から坂本事業環境部長、 田中専務理事、丸山税制副委員長、
山下中小企業庁長官、飯野税制委員長

財 務 省
12月4日

財務大臣　片山　さつき 氏

財 務 省
11月17日

財務副大臣　舞立　昇治 氏











製造日からの日数賞味期限

品
質

消費期限

過ぎたら食べない方が
よい期限

おいしく食べる
ことができる期限
まだ食べられる

劣化が遅いもの（日持ちする食品）
菓子、カップ麺等

劣化が早いもの（傷みやすい食品）
弁当、サンドイッチ、そう菜等

Cookie

　まだ食べることができるのに、捨てられている食品のことをいいます。
　日本の「食品ロス」は年間464万トン（※）で、食品ロスの約半分は家庭からでています。日本
の人口１人当たり、毎日、おにぎり１個分（102g）の食べ物を捨てている計算になります。

食品の期限表示を正しく理解することが大切です。

「食品ロス」ってなんだろう?

「食品ロス」を減らすには……

（消費者庁「食品ロス削減関係資料」を基に作成）

「消費期限」  と  「賞味期限」  を正しく理解することで「食品ロス」の削減につながります。

消費期限と賞味期限のイメージ 意　味

賞
味
期
限

消
費
期
限

おいしく食べることができる期限
（best-before date）
定められた方法により保存した場合に、
期待される全ての品質の保持が十分に
可能であると認められる期限。
ただし、当該期限を超えた場合でも、こ
れらの品質が保持されていることがある。

過ぎたら食べない方がよい期限
（use-by date）
定められた方法により保存した場合、腐
敗、変敗その他の品質（状態）の劣化に伴
い安全性を欠くこととなるおそれがない
と認められる期限。

「消費期限」
「賞味期限」

過ぎたら食べない方がよい期限
おいしく食べることができる期限

※表示されている期限は開封
前の期限ですので、一度開
封したら期限に関わらず早
めに食べましょう。

（※）令和5年度推計（農林水産省・環境省）

みんなで食品ロスの削減に
取り組んでみよう!

日本の「食品ロス」は
年間464万トン（※）

家庭
233万トン
50％

事業者
231万トン
50％





法人会とは
私たち法人会は、中小企業を中心として全国約70万社の会員企業を擁する団体です。41都道県に440の単位法人会が組織され、創設以来70年にわたり、国の根幹ともいえる「税」の分野を中心とした活動を全国的に展開し、申告納税制度の維持・発展に寄与してまいりました。近年は、
我が国の将来を見据えた税の提言や各種研修会の開催、地域社会貢献活動に加え、次代を担う児童への租税教育や税の啓発活動、さらには企業の税務コンプライアンス向上に資する取り組みにも力を注いでいます。また、法人会青年部会を中心に、社会保障給付の抑制と安定的な国の
歳入確保に資するため「財政健全化のための健康経営プロジェクト」を展開し、①「健康経営」を柱にした企業の活力向上がもたらす税収の増加、②適切な医療利用による医療費の適正化に向けたアクションプランに取組んでいます。*健康経営はNPO法人健康経営協会の登録商標です。

法人会からの提言

提言書の全文は、全法連ホームページに
掲載しておりますので、ご覧ください。

https://www.zenkokuhojinkai.or.jp

意見広告

中小企業を中心として全国約70万社の会員企業で構成される“経営者の団体”「公益財団法人 全国法人会総連合 （略称：全法連）」は、9月26日
開催の理事会において「令和8年度税制改正に関する提言」を決議しました。参院選に向けた物価高対策の公約として、「消費税減税」がクローズ
アップされましたが、社会保障の財源に充てる消費税の減税は、高齢化の進展に伴って社会保障給付に対する財政需要が高まっていく中で、
物価高対策として適切な政策と言えるでしょうか。消費税減税の代わりに給料から天引きされる社会保険料が高くなれば、企業負担だけでなく、
現役世代の負担も重くなります。こうした点からも与野党で税と社会保障を一体的に改革し、国民負担のあり方を改めて考える必要があることを
求めました。また、世界経済に対するトランプ関税の影響は今後、本格化する恐れがあり、日本に与える打撃にも細心の注意が求められます。
こうした中で地域経済と雇用の担い手である中小企業の経営環境も厳しさを増しており、税財政上のきめ細かな支援が不可欠です。

公益財団法人 全国法人会総連合

会長 斎藤  保
株式会社IHI特別顧問

令和8年度税制改正に関する提言（概要）

1．財政健全化に向けて
財政健全化は国家的課題であり、本格的な歳出・歳入の一体的改革を進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出については聖域を設けず、分野別の具体的な削減の方策と
工程表を明示した上で着実に改革を実行し、我が国財政の持続可能性を確保しなければならない。特に今後、
大規模な自然災害や新たな感染症の拡大等、有事の際には膨大な財政需要が発生することも想定される。
そうした事態が起きた場合でも、機動的な財政出動を可能にするために財政健全化は必要な取り組みである。

2．社会保障制度に対する基本的考え方
中小企業は物価高騰の中で物価上昇を上回る賃上げが求められ、厳しい経営を強いられている。さらに昨年10月
から社会保険の適用範囲が拡大されたが、賃金要件は3年以内に、企業規模要件も10年かけて撤廃することと
している。中小企業の社会保険料負担は年々増加しており、事業主への過度な保険料負担を抑制しつつ、女性の
就労や人材確保の観点から、配偶者控除や第3号被保険者制度の問題を含め、税と社会保障を一括して
議論しなければならない。

Ⅰ 税・財政改革のあり方

1．中小企業の活性化に資する税制措置
中小企業は地域経済の重要な担い手であるだけでなく、日本経済の礎でもある。中小・零細企業は企業全体の
9割以上、国内雇用の7割を占める大きな存在である。そうした企業が将来にわたって存続し、存在感を発揮し
続けるためには、中小企業の活性化が不可欠である。

（1）中小法人に適用される軽減税率の特例15％の本則化、適用所得金額の引上げ
（2）「中小企業投資促進税制」、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置」の拡充、本則化
（3）償却資産に対する課税の見直し
（4）中小企業の事務負担軽減　等　

2．事業承継税制の拡充
我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の受け皿などとして大きく貢献している。
中小企業経営者の高齢化も進んでいる中で、中小企業が相続税の負担等によって次世代に円滑な事業の
承継ができなければ、そうした企業が保有する独自の技術やサービスが失われ、ひいては我が国の経済・
社会の根幹が揺らぐことになりかねない。

（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
（2）取引相場のない株式の評価の見直し
（3）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実

3．消費税への対応
政府は軽減税率制度とインボイス制度について、国民や事業者への影響のほか、低所得者対策の効果等を
検証する必要があり、問題があれば廃止を含めて制度を見直す必要がある。

（1）免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置（80％控除可能）の延長
（2）小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置（2割特例）の延長　等

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策

法人会か人 らの提言
意見広告

税と社会保障の一体改革を！

1990年度と2025年度における国の一般会計歳入・歳出の比較

29.8兆円 38.3兆円 １8.9兆円

公債金（借金）公債金（借金）公債金（借金）
5.6兆円5.6兆円5.6兆円

公債金（借金）公債金（借金）
28.6兆円28.6兆円

1990年度
66.2兆円

2025年度
115.2兆円

歳
出

歳
入

28.2兆円
（過去の借金の返済と利息）

25.1兆円 11.6兆円 １5.3兆円 14.3兆円

（過去の借金の
返済と利息）

＋26.7兆円

1990年度
66.2兆円

2025年度
115.2兆円

税収などの収入　　　　　
※税収：77.8兆円

86.6兆円

税収などの収入　　　　　
※税収：58.0兆円

60.6兆円

＋49.0兆円 ＋4.8兆円 ＋3.6兆円 ＋13.9兆円 ＋25.9兆円 ＋23.1兆円

公共事業、教育、
防衛など 社会保障

地方交付税
交付金等

国債費

公共事業、教育、
防衛など 社会保障地方交付税交付金等

国債費

（注）当初予算ベース　財務省資料から引用


